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(57)【要約】
【課題】オン電流が大きい半導体装置及びその製造方法
を提供する。
【解決手段】実施形態に係る半導体装置は、単結晶シリ
コンからなり、上面が（１００）面であり、前記上面に
トレンチが形成された基板と、少なくとも前記トレンチ
の内部に設けられたゲート電極と、前記基板における前
記トレンチを挟む領域に形成されたソース・ドレイン領
域と、前記基板と前記ゲート電極との間に設けられたゲ
ート絶縁膜と、を備える。前記トレンチは、シリコンの
（１００）面からなる底面、前記底面に接し、シリコン
の（１１１）面からなる一対の斜面、及び前記斜面に接
し、シリコンの（１１０）面からなる一対の側面により
構成されており、前記ソース・ドレイン領域は、前記側
面及び前記斜面に接し、前記底面の中央部には接してい
ない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　単結晶シリコンからなり、上面が（１００）面であり、前記上面にトレンチが形成され
た基板と、
　少なくとも前記トレンチの内部に設けられたゲート電極と、
　前記基板における前記トレンチを挟む領域に形成されたソース・ドレイン領域と、
　前記基板と前記ゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、
　を備え、
　前記トレンチは、シリコンの（１００）面からなる底面、前記底面に接し、シリコンの
（１１１）面からなる一対の斜面、及び前記斜面に接し、シリコンの（１１０）面からな
る一対の側面により構成されており、
　前記ソース・ドレイン領域は、前記側面及び前記斜面に接し、前記底面の中央部には接
していないことを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記基板における前記斜面の下部に接した領域に形成され、前記ソース・ドレイン領域
に含有される不純物とは異なる種類の不純物を含有した不純物拡散領域をさらに備えたこ
とを特徴とする請求項１記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記不純物拡散領域に含有される前記不純物は、炭素であることを特徴とする請求項２
記載の半導体装置。
【請求項４】
　前記ゲート絶縁膜における前記側面上に設けられた部分は、前記ゲート絶縁膜における
前記底面上に設けられた部分よりも厚いことを特徴とする請求項１～３のいずれか１つに
記載の半導体装置。
【請求項５】
　前記ゲート絶縁膜における前記側面上に設けられた部分は、前記ゲート絶縁膜における
前記斜面上に設けられた部分よりも厚く、前記ゲート絶縁膜における前記斜面上に設けら
れた部分は、前記ゲート絶縁膜における前記底面上に設けられた部分よりも厚いことを特
徴とする請求項４記載の半導体装置。
【請求項６】
　前記基板の上層部分に埋め込まれ、一方向に延び、前記上層部分を複数本のアクティブ
エリアに分断する複数本の素子分離絶縁体をさらに備え、
　前記トレンチは、前記アクティブエリア及び前記素子分離絶縁体の配列方向に延び、前
記複数本のアクティブエリア及び前記複数本の素子分離絶縁体にわたって形成されている
ことを特徴とする請求項１～５のいずれか１つに記載の半導体装置。
【請求項７】
　前記トレンチにおける前記素子分離絶縁体内に形成された部分の幅は、前記トレンチに
おける前記アクティブエリア内に形成された部分の幅よりも広いことを特徴とする請求項
６記載の半導体装置。
【請求項８】
　単結晶シリコンからなり、上面がシリコンの（１００）面である基板上に、開口部が形
成されたマスク膜を形成する工程と、
　前記マスク膜をマスクとして、アルカリ性のエッチング液を用いてウェットエッチング
を施すことにより、シリコンの（１００）面からなる底面、前記底面に接し、シリコンの
（１１１）面からなる一対の斜面、及び、前記斜面に接し、シリコンの（１１０）面から
なる一対の側面から構成されるトレンチを形成する工程と、
　前記底面上、前記斜面上及び前記側面上にゲート絶縁膜を形成する工程と、
　少なくとも前記トレンチの内部にゲート電極を形成する工程と、
　前記基板における前記トレンチを挟む領域に不純物を注入する工程と、
　前記不純物を拡散させて、前記側面及び前記斜面に接し、前記底面の中央部には接しな



(3) JP 2012-253219 A 2012.12.20

10

20

30

40

50

いソース・ドレイン領域を形成する工程と、
　を備えたことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項９】
　前記ウェットエッチングの前に、前記マスク膜をマスクとしてドライエッチングを行う
工程をさらに備えたことを特徴とする請求項８記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記ドライエッチングを行う工程の後、前記ウェットエッチングを行う工程の前に、
　前記底面に前記ソース・ドレイン領域に含有される不純物とは異なる種類の不純物を注
入する工程をさらに備えたことを特徴とする請求項９記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１１】
　前記異なる種類の不純物として、炭素を注入することを特徴とする請求項１０記載の半
導体装置の製造方法。
【請求項１２】
　前記アルカリ性のエッチング液は、過酸化水素水及びＴＭＹの混合液、水酸化カリウム
、テトラメチルアンモニアハイドロオキサイド、エチレンジアミンピロカテコール、並び
に、水和ヒドラジンからなる群より選択された１種の薬液を含むことを特徴とする請求項
８～１１のいずれか１つに記載の半導体装置の製造方法。
【請求項１３】
　前記トレンチを挟む領域に不純物を注入する工程は、前記ゲート電極をマスクとして行
うことを特徴とする請求項８～１２のいずれか１つに記載の半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、半導体装置及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＭＯＳＦＥＴ（Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor：金属酸
化物半導体電界効果トランジスタ）において、ソース・ドレイン間のリーク電流を抑制し
つつ、微細化を図り、オン電流を増加させるために、ゲート電極の下部をシリコン基板の
内部に埋め込んだリセス型トランジスタ（Recessed Channel Transistor：ＲＣＡＴ）が
提案されている。そして、ＲＣＡＴにおいても、オン電流のより一層の増加が要求されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８１３９６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、オン電流が大きい半導体装置及びその製造方法を提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態に係る半導体装置は、単結晶シリコンからなり、上面が（１００）面であり、
前記上面にトレンチが形成された基板と、少なくとも前記トレンチの内部に設けられたゲ
ート電極と、前記基板における前記トレンチを挟む領域に形成されたソース・ドレイン領
域と、前記基板と前記ゲート電極との間に設けられたゲート絶縁膜と、を備える。前記ト
レンチは、シリコンの（１００）面からなる底面、前記底面に接し、シリコンの（１１１
）面からなる一対の斜面、及び前記斜面に接し、シリコンの（１１０）面からなる一対の
側面により構成されており、前記ソース・ドレイン領域は、前記側面及び前記斜面に接し
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、前記底面の中央部には接していない。
【０００６】
　実施形態に係る半導体装置の製造方法は、単結晶シリコンからなり、上面がシリコンの
（１００）面である基板上に、開口部が形成されたマスク膜を形成する工程と、前記マス
ク膜をマスクとして、アルカリ性のエッチング液を用いてウェットエッチングを施すこと
により、シリコンの（１００）面からなる底面、前記底面に接し、シリコンの（１１１）
面からなる一対の斜面、及び、前記斜面に接し、シリコンの（１１０）面からなる一対の
側面から構成されるトレンチを形成する工程と、前記底面上、前記斜面上及び前記側面上
にゲート絶縁膜を形成する工程と、少なくとも前記トレンチの内部にゲート電極を形成す
る工程と、前記基板における前記トレンチを挟む領域に不純物を注入する工程と、前記不
純物を拡散させて、前記側面及び前記斜面に接し、前記底面の中央部には接しないソース
・ドレイン領域を形成する工程と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施形態に係る半導体装置を例示する斜視断面図である。
【図２】実施形態に係る半導体装置を例示する断面図である。
【図３】（ａ）～（ｃ）は、実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示する工程断面図
である。
【図４】（ａ）～（ｃ）は、実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示する工程断面図
である。
【図５】（ａ）～（ｃ）は、実施形態に係る半導体装置の製造方法を例示する工程断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照しつつ、本発明の実施形態について説明する。
　図１は、本実施形態に係る半導体装置を例示する斜視断面図であり、
　図２は、本実施形態に係る半導体装置を例示する断面図である。
　なお、図１においては、図示の便宜上、ゲート電極は省略している。
【０００９】
　図１及び図２に示すように、本実施形態に係る半導体装置１においては、シリコン基板
１０が設けられている。シリコン基板１０は単結晶シリコンからなり、シリコン基板１０
の上面１０ａはシリコンの（１００）面である。シリコン基板１０の上層部分には、一方
向にライン状に延びる複数本の素子分離絶縁体（ＳＴＩ）１１が埋め込まれている。素子
分離絶縁体１１は、例えばシリコン酸化物等の絶縁材料からなり、周期的に配列されてい
る。素子分離絶縁体１１により、シリコン基板１０の上層部分が複数本のアクティブエリ
ア１２に分断されている。すなわち、素子分離絶縁体１１とアクティブエリア１２とは交
互に周期的に配列されている。
【００１０】
　以下、シリコン基板１０の上面１０ａに対して平行な方向のうち、素子分離絶縁体１１
及びアクティブエリア１２が延びる方向を「ＡＡ方向」といい、素子分離絶縁体１１及び
アクティブエリア１２の配列方向を「ゲート方向」という。また、上面１０ａに対して垂
直な方向を「上下方向」という。ＡＡ方向、ゲート方向、上下方向は、相互に直交してい
る。
【００１１】
　シリコン基板１０の上面１０ａには、ゲート方向に延びるトレンチ１３が複数本形成さ
れている。トレンチ１３は、複数本の素子分離絶縁体１１及び複数本のアクティブエリア
１２にわたって形成されている。
　トレンチ１３のうち、アクティブエリア１２内に位置する部分の形状は、ゲート方向に
延びる略六角柱形である。ＡＡ方向及び上下方向に対して平行な断面において、アクティ
ブエリア１２内に位置するトレンチ１３の形状は、概ね、長方形から下側の２ヶ所の角部
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を切り落とした六角形である。すなわち、トレンチ１３は、１つの底面１３ａ、底面１３
ａに接した一対の斜面１３ｂ、及び斜面１３ｂに接した一対の側面１３ｃによって構成さ
れている。底面１３ａはシリコンの（１００）面によって構成されており、斜面１３ｂは
シリコンの（１１１）面によって構成されており、側面１３ｃはシリコンの（１１０）面
によって構成されている。底面１３ａと斜面１３ｂとのなす角度θは、５５°である。
【００１２】
　一方、トレンチ１３のうち、素子分離絶縁体１１内に位置する部分の形状は、ゲート方
向に延びる略四角柱形である。ＡＡ方向及び上下方向に対して平行な断面において、素子
分離絶縁体１１内に位置するトレンチ１３の形状は、長方形又は上辺が下辺よりも長い台
形である。トレンチ１３において、素子分離絶縁体１１内に位置する部分の幅、すなわち
、ＡＡ方向における長さは、アクティブエリア１２内に位置する部分の幅よりも長い。ま
た、トレンチ１３において、素子分離絶縁体１１内に位置する部分の深さ、すなわち、上
下方向における長さは、アクティブエリア１２内に位置する部分の深さと略等しい。
【００１３】
　トレンチ１３におけるアクティブエリア１２内に位置する部分の内面上には、例えばシ
リコン酸化物からなるゲート絶縁膜１５が形成されている。また、トレンチ１３の内部及
び上方には、ゲート電極１６が設けられている。ゲート電極１６には、例えば、不純物が
導入されたポリシリコンからなる下部１７と、金属、例えばタングステンからなる上部１
８とが設けられている。上部１８は、シリコン基板１０の上面１０ａよりも上方に設けら
れている。このように、ゲート絶縁膜１５は、シリコン基板１０とゲート電極１６との間
に配置されている。
【００１４】
　また、ゲート絶縁膜１５の膜厚は位置によって異なっており、底面１３ａ上に形成され
た部分１５ａは相対的に薄く、斜面１３ｂ上に形成された部分１５ｂは部分１５ａよりも
厚く、側面１３ｃ上に形成された部分１５ｃは部分１５ｂよりも厚い。一例を挙げると、
ゲート絶縁膜１５の部分１５ｂの膜厚は部分１５ａの膜厚の約１．１５倍であり、部分１
５ｃの膜厚は部分１５ａの膜厚の約１．５０倍である。
【００１５】
　シリコン基板１０のアクティブエリア１２におけるトレンチ１３に挟まれた部分及びそ
の直下域には、ソース・ドレイン領域２１が形成されている。換言すれば、ソース・ドレ
イン領域２１は、シリコン基板１０におけるトレンチ１３を挟む領域に形成されている。
ソース・ドレイン領域２１の導電形は例えばｎ形であり、不純物として例えばリンが含有
されている。ソース・ドレイン領域２１は、トレンチ１３の側面１３ｃ及び斜面１３ｂに
接しているが、底面１３ａのＡＡ方向中央部には接していない。なお、ソース・ドレイン
領域２１は、底面１３ａの全領域に接していないことが好ましい。また、ソース・ドレイ
ン領域２１は、斜面１３ｂの下部に接していなくてもよい。アクティブエリア１２におけ
るソース・ドレイン領域２１を除く部分は、導電形が例えばｐ形のチャネル領域となって
いる。
【００１６】
　シリコン基板１０におけるトレンチ１３の斜面１３ｂの下部に接した部分には、不純物
拡散領域２２が形成されている。不純物拡散領域２２には、ソース・ドレイン領域２１に
含有された不純物とは異なる種類の不純物が含有されている。不純物拡散領域２２に含有
されている不純物は、例えば、シリコンの導電性に実質的に影響を及ぼさないような不純
物であり、例えば、炭素である。なお、炭素の替わりにフッ素又はボロンが含有されてい
てもよい。不純物拡散領域２２は、トレンチ１３の斜面１３ｂの上部、側面１３ｃ及び底
面１３ａには接していない。
【００１７】
　次に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法について説明する。
　図３（ａ）～（ｃ）、図４（ａ）～（ｃ）、図５（ａ）～（ｃ）は、本実施形態に係る
半導体装置の製造方法を例示する工程断面図である。
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　なお、図３（ａ）は、ゲート方向及び上下方向に対して平行な断面を示している。図３
（ｂ）～図５（ｃ）は、ＡＡ方向及び上下方向に対して平行な断面を示している。
【００１８】
　先ず、図３（ａ）に示すように、単結晶シリコンからなり、上面１０ａが（１００）面
によって構成されるシリコン基板１０を用意する。次に、シリコン基板１０の上面１０ａ
にＡＡ方向に延びる複数本のトレンチ３１を形成する。次に、トレンチ３１内にシリコン
酸化物を埋め込むことにより、素子分離絶縁体１１を形成する。これにより、シリコン基
板１０の上層部分が素子分離絶縁体１１によって複数本のアクティブエリア１２に分断さ
れる。
【００１９】
　次に、図３（ｂ）に示すように、シリコン基板１０上に、アルカリ性のエッチング液に
対して耐性があり、シリコン及びシリコン酸化物に対してエッチング選択比がとれる材料
、例えば、シリコン窒化物を堆積させることにより、マスク膜３２を形成する。なお、マ
スク膜３２においては、シリコン窒化膜上に他の膜が積層されていてもよい。また、マス
ク膜３２は、シリコン窒化物以外の材料によって形成されていてもよい。
【００２０】
　次に、マスク膜３２上にレジスト膜を成膜し、リソグラフィ法によってパターニングす
ることにより、レジストパターン３３を形成する。レジストパターン３３においては、ト
レンチ１３を形成する予定の領域に、ライン状の開口部３３ａを形成する。次に、レジス
トパターン３３をマスクとしてマスク膜３２をエッチングする。
　これにより、図３（ｃ）に示すように、マスク膜３２において、レジストパターン３３
の開口部３３ａの直下域に、開口部３２ａが形成される。このようにして、シリコン基板
１０上に、ゲート方向に延びるライン状の開口部３２ａが形成されたマスク膜３２が形成
される。
【００２１】
　次に、マスク膜３２をマスクとして、ＲＩＥ（reactive ion etching：反応性イオンエ
ッチング）等のドライエッチングを行う。これにより、シリコン基板１０における開口部
３２ａの直下域に相当する部分が選択的に除去されて、シリコン基板１０の上面１０ａに
トレンチ１３が形成される。この段階では、ＡＡ方向及び上下方向に対して平行な断面に
おけるトレンチ１３の形状は、略四角形である。また、トレンチ１３における素子分離絶
縁体１１内に位置する部分は、アクティブエリア１２内に位置する部分よりも浅い。次に
、アッシングを行い、トレンチ１３におけるアクティブエリア１２内に位置する部分の内
面上に、シリコン酸化膜３４を形成する。次に、例えば、ＳＨ（硫酸と過酸化水素水の混
合液）とＮＣ２（New Clean 2）を用いて、洗浄する。ＮＣ２は、ＴＭＹ（トリメチル－
２ヒドロキシエチルアンモニウムハイドロオキサイド）と過酸化水素水の混合液であり、
アルカリ性である。次に、不純物をイオン注入して、アクティブエリア１２にチャネル領
域（図示せず）を形成する。
【００２２】
　次に、図４（ａ）に示すように、マスク膜３２をマスクとし、不純物、例えば、炭素、
フッ素又はボロン、例えば炭素を、シリコン酸化膜３４を介してシリコン基板１０の上層
部分にイオン注入する。これにより、シリコン基板１０におけるトレンチ１３の底面１３
ａに接する部分に、例えば炭素が含有された不純物拡散領域２２が形成される。
【００２３】
　次に、図４（ｂ）に示すように、ＤＨＦ（diluted hydrofluoric acid：希フッ酸）に
よるウェット処理を行う。これにより、シリコン酸化膜３４が除去される。このとき、ト
レンチ１３における素子分離絶縁体１１（図３（ａ）参照）内に形成された部分がエッチ
ングされて、幅が広がると共に深さが深くなる。この結果、トレンチ１３における素子分
離絶縁体１１内に形成された部分は、アクティブエリア１２内に形成された部分と比較し
て、幅がより広く、深さがほぼ同じになる。
【００２４】
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　次に、マスク膜３２をマスクとして、アルカリ性のエッチング液を用いてウェットエッ
チングを施す。エッチング液には例えば、温度が７５℃のＮＣ２を使用する。なお、アル
カリ性のエッチング液として、ＮＣ２、すなわち、Ｈ２Ｏ２（過酸化水素水）及びＴＭＹ
の混合液の他に、ＫＯＨ（水酸化カリウム）、ＴＭＡＨ（テトラメチルアンモニアハイド
ロオキサイド）、ＥＤＰ（エチレンジアミンピロカテコール）、並びに、Ｎ２Ｈ４－Ｈ２

Ｏ（水和ヒドラジン）からなる群より選択された１種の薬液を含むエッチング液を使用し
てもよい。これにより、トレンチ１３の内面におけるシリコン基板１０の露出部分を更に
除去する。
【００２５】
　このエッチングは、シリコンの結晶方位に応じてエッチング速度が異なる異方性エッチ
ングとなる。この結果、トレンチ１３に、シリコンの（１００）面からなる底面１３ａ、
底面１３ａに接し、シリコンの（１１１）面からなる一対の斜面１３ｂ、及び、斜面１３
ｂに接し、シリコンの（１１０）面からなる一対の側面１３ｃが形成される。底面１３ａ
と斜面１３ｂとのなす角度θは５５°となる。また、このとき、トレンチ１３の底面１３
ａは不純物拡散領域２２を突き抜ける。これにより、不純物拡散領域２２は、トレンチ１
３の底面１３ａの直下域には存在しなくなり、斜面１３ｂの下部に接する部分にのみ残留
する。
【００２６】
　次に、図４（ｃ）に示すように、例えば、温度が６５℃のＨ３ＰＯ４－ＮＣ２を用いて
ウェット処理を行い、マスク膜３２を除去する。
　次に、例えば酸化雰囲気中で熱処理を施すことにより、シリコン基板１０の露出部分に
熱酸化膜を形成する。これにより、トレンチ１３におけるアクティブエリア１２内に位置
する部分の内面上に、シリコン酸化物からなるゲート絶縁膜１５が形成される。このとき
、シリコン基板１０の結晶面によって熱酸化の速度が異なるため、ゲート絶縁膜１５の膜
厚が部分毎に異なる。すなわち、シリコンの（１００）面によって構成される底面１３ａ
上に形成された部分１５ａは相対的に薄くなる。また、シリコンの（１１１）面によって
構成される斜面１３ｂ上に形成された部分１５ｂは、部分１５ａよりも厚くなり、例えば
、部分１５ａの約１．１５倍となる。更に、シリコンの（１１０）面によって構成される
側面１３ｃ上に形成された部分１５ｃは、部分１５ｂよりも厚くなり、例えば、部分１５
ａの約１．５０倍となる。
【００２７】
　次に、図５（ａ）に示すように、全面に不純物を導入したポリシリコンを堆積させる。
このポリシリコンは、トレンチ１３内に埋め込まれると共に、シリコン基板１０上に堆積
される。次に、ポリシリコン膜上に金属、例えばタングステンを堆積させて、金属膜を形
成する。次に、金属膜上に、トレンチ１３の直上域を覆うマスク膜（図示せず）を形成す
る。次に、このマスク膜をマスクとしてエッチングを施し、金属膜及びポリシリコン膜を
選択的に除去する。これにより、トレンチ１３の内部及び上方に、ゲート電極１６が形成
される。ゲート電極１６の下部１７はポリシリコンからなり、上部１８はタングステン等
の金属からなる。
【００２８】
　次に、図５（ｂ）に示すように、ゲート電極１６をマスクとして、不純物、例えば、リ
ンをイオン注入する。このとき、イオン注入の深さは、トレンチ１３の深さと同程度とす
る。これにより、シリコン基板１０内において、トレンチ１３を挟む領域に、不純物注入
領域３５が形成される。不純物注入領域３５は、トレンチ１３の側面１３ｃに接し、斜面
１３ｂ及び底面１３ａには接しない。この結果、不純物注入領域３５とトレンチ１３の底
面１３ａとの間には、斜面１３ｂの存在により、一定のオフセットＡが設定される。
【００２９】
　次に、図５（ｃ）に示すように、熱処理を行う。この熱処理は、例えば温度を１０００
℃とし、時間を１２秒間とする。これにより、不純物注入領域３５に含まれる不純物が拡
散すると共に活性化して、ソース・ドレイン領域２１が形成される。このとき、不純物は
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トレンチ１３の下部を回り込むように拡散するが、不純物注入領域３５と底面１３ａとの
間にはオフセットＡが設けられており、また、不純物拡散領域２２が拡散防止領域として
機能し、注入された不純物（例えばリン）の拡散を抑制するため、不純物はトレンチ１３
の底面１３ａには到達しない。従って、ソース・ドレイン領域２１は、トレンチ１３の側
面１３ｃ及び斜面に接し、底面１３ａには接しない。
【００３０】
　但し、不純物の拡散長は、製造条件によってある程度ばらつくため、ソース・ドレイン
領域２１とトレンチ１３との相対的な位置関係もばらつく可能性がある。この場合であっ
ても、ソース・ドレイン領域２１が底面１３ａのＡＡ方向中央部に接することにより、ト
レンチ１３の両側に形成されたソース・ドレイン領域２１同士が接触しなければよく、ソ
ース・ドレイン領域２１が底面１３ａのＡＡ方向両端部に接してもよい。逆に、ソース・
ドレイン領域２１は、側面１３ｃ及び斜面１３ｂの上部にのみ接し、斜面１３ｂの下部及
び底面１３ａには接していなくてもよい。
　次に、通常の方法により、シリコン基板１０上に上部配線構造を形成する。このように
して、図１及び図２に示す半導体装置１が製造される。
【００３１】
　次に、本実施形態の作用効果について説明する。
　本実施形態に係る半導体装置１においては、トレンチ１３の内部及び上方にゲート電極
１６が設けられており、ゲート電極１６の両側にソース・ドレイン領域２１が形成されて
いる。これにより、シリコン基板１０におけるゲート電極１６の直下域がチャネル領域と
なり、リセス型トランジスタ（ＲＣＡＴ）が構成される。
【００３２】
　そして、本実施形態においては、トレンチ１３が底面１３ａ、斜面１３ｂ及び側面１３
ｃによって構成されている。このため、ゲート電極１６の最下部において、ゲート電極１
６の幅が狭くなる。この結果、チャネル長Ｌ（図２参照）を短くすることができる。例え
ば、チャネル長Ｌを、ＡＡ方向における底面１３ａの長さと同程度にすることができる。
これにより、リセス型トランジスタのオン電流を大きくすることができる。
【００３３】
　また、本実施形態においては、ゲート絶縁膜１５の厚さが部分毎に異なっており、トレ
ンチ１３の斜面１３ｂ上に形成された部分１５ｂは、底面１３ａ上に形成された部分１５
ａよりも厚く、側面１３ｃ上に形成された部分１５ｃは、部分１５ｂよりも厚い。これに
より、半導体装置１の駆動時において電界が集中するゲート電極１６の角部を、厚いゲー
ト絶縁膜１５によって覆うことができる。この結果、半導体装置１の耐圧を向上させるこ
とができる。
【００３４】
　更に、本実施形態に係る半導体装置の製造方法においては、図４（ｂ）に示す工程にお
いて、アルカリ性のエッチング液を用いてシリコン基板１０をエッチングすることにより
、シリコンの結晶方位によるエッチングの異方性を利用して、トレンチ１３に底面１３ａ
、斜面１３ｂ及び側面１３ｃを形成することができる。すなわち、トレンチ１３を所定の
形状に再現性良く加工することができる。これにより、半導体装置１の特性を安定させる
ことができる。
【００３５】
　更にまた、本実施形態においては、図５（ｂ）に示す工程において、ソース・ドレイン
領域２１に添加するための不純物を、シリコン基板１０における側面１３ｃ間の部分に注
入している。これにより、不純物注入領域３５をチャネル領域となる予定の領域、すなわ
ち、トレンチ１３の底面１３ａの直下域から自己整合的に離隔させることができる。そし
て、図５（ｃ）に示す工程において、熱処理を行って不純物を拡散させることにより、ソ
ース・ドレイン領域２１を形成している。従って、不純物を、チャネル領域となる予定の
領域から離隔した領域から拡散させることができる。この結果、チャネル長Ｌを短く設計
しても、ゲート電極１６の両側に形成された２つのソース・ドレイン領域２１が接触する
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チ１３の下部を膨らませることも考えられる。しかしながら、この場合は、チャネル長が
長くなり、オン電流が小さくなってしまう。
【００３６】
　更にまた、本実施形態においては、図４（ａ）に示す工程において、トレンチ１３の直
下域に炭素を注入して不純物拡散領域２２を形成し、図４（ｂ）に示す工程において、ト
レンチ１３の内面を更にエッチングすることにより、不純物拡散領域２２をトレンチ１３
の斜面１３ｂに接する領域のみに残留させている。そして、図５（ａ）に示す工程におい
て、リン等の不純物をトレンチ１３と同程度の深さに注入し、図５（ｂ）に示す工程にお
いて、この不純物を拡散させている。これにより、不純物拡散領域２２においては、リン
等の不純物の拡散が炭素によって抑制される。すなわち、リン等の不純物の拡散が、不純
物拡散領域２２において停止する。この結果、ソース・ドレイン領域２１がトレンチ１３
の底面１３ａの直下域まで回り込むことを確実に防止することができ、ソース・ドレイン
領域２１の形状の再現性が向上する。これにより、半導体装置１の特性が安定する。
【００３７】
　なお、本実施形態においては、図３（ｂ）に示す工程において、リセス処理を行ってト
レンチ１３を形成した後、図５（ｂ）に示す工程において、不純物のイオン注入を行って
ソース・ドレイン領域２１を形成した。しかしながら、リセス処理の前に、不純物をイオ
ン注入してもよい。これにより、トレンチ１３が細くなった場合においても、不純物を確
実に注入することができると共に、不純物を注入した後に過度に拡散することを抑制でき
、ソース・ドレイン領域２１の形状の制御性を高めることができる。
【００３８】
　以上説明した実施形態によれば、オン電流が大きい半導体装置及びその製造方法を実現
することができる。
【００３９】
　以上、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示
したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は
、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、
種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の
範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明及びその等価物の範囲
に含まれる。
【符号の説明】
【００４０】
１：半導体装置、１０：シリコン基板、１０ａ：上面、１１：素子分離絶縁体、１２：ア
クティブエリア、１３：トレンチ、１３ａ：底面、１３ｂ：斜面、１３ｃ：側面、１５：
ゲート絶縁膜、１５ａ、１５ｂ、１５ｃ：部分、１６：ゲート電極、１７：下部、１８：
上部、２１：ソース・ドレイン領域、２２：不純物拡散領域、３１：トレンチ、３２：マ
スク膜、３２ａ：開口部、３３：レジストパターン、３３ａ：開口部、３４：シリコン酸
化膜、３５：不純物注入領域、Ａ：オフセット、Ｌ：チャネル長、θ：トレンチの底面と
斜面とがなす角度
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